
１．毎年３月15日までに前年中の事業の所得などを県税事務所に申告しなければなりま
せん。

２．年の中途に事業を廃止した場合は、廃止の日から１ヶ月以内（死亡により事業を廃
止した場合は、４ヶ月以内）に申告しなければなりません。

３．所得税の確定申告書や、住民税（県民税・市町村民税）の申告書を提出した人は、
事業税の申告書を提出したものとみなされますので、事業税の申告の必要はありま
せん。
この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄や、住
民税の申告書の「事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記入してください。

県税事務所から送付される納税通知書（納付書）により納めてください。

納期は、 です。

なお、上記納期以外にも納税通知書により、別途納期を定めることがあります。
※税額（年税額）が１万円以下であるものについては、第１期分の納期にその全額を納めること

になっています。

第１期・・・ ８月１日から ８月31日
第２期・・・11月１日から11月30日

◎ 各種控除

事業主控除 年290万円（事業を行った期間が、1年未満の場合は、月割額）

事業専従者控除

事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、専らその事業に従事するとき
は、次の金額が必要経費となります。
   ●青色申告者・・・青色事業専従者に支払われた適正な給与額
   ●白色申告者・・・事業専従者1人について、次のいずれか低い方の金額
      （１）50万円（配偶者である事業専従者は86万円）
      （２）事業専従者控除前の所得金額÷（事業専従者数＋1）

損失の繰越控除
（青色申告者に限る） 事業所得の損失は、その生じた翌年から3年間にわたって控除できます。

被災事業用資産の損失の
繰越控除

被災により事業用資産に損害を受けた場合には、損失の生じた年の翌年から
3年間にわたって控除できます。

事業用資産の譲渡損失控除
及び譲渡損失の繰越控除

事業用資産を譲渡したために生じた損失額についても控除できます。青色申
告者について控除しきれなかった場合には、翌年以降３年間控除できます。

◎ 納税通知書・納付書の一括送付についてのお知らせ

第１期分・第２期分の納付書をまとめて送付します。
第２期分の納付書は、納期まで保管いただき、納期限（11月30日）までに納付してください。
（注）第１期分・第２期分をまとめて第１期分の納期限までに納付することもできます。

申 告

納 税

■法人事業税（県税）
仕事と税金

県内に事務所（事業所）を持って事業を行っている法人（人格のない社団又は財団を
含む公益法人等については収益事業を行っているもの）

この税は、県内に事務所（事業所）を持って、事業を行っている法人な
どに課税されるものです。法人はその事業活動を行う上で、道路などの公
共施設を利用するなど各種の行政サービスを受けています。その行政サー
ビスに必要な経費の一部をその所得等に応じて負担してもらうものです。
法人事業税の7.7%は市町村に交付されます。

4.9%

3.5%

3.5%

4.9%

7.0%

5.3%

7.0%

税額＝各事業毎に定められた区分に対する課税標準額 × 税率
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資本金等の額 原則として、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額

○資本割の仕組み

※無償増資、無償減資等を行い地方税法第72条の21の規定に該当する場合は無償増減資等の額
を加減算します。

※平成27年４月１日以後に開始する事業年度については、上記の法人税法に規定する資本金等
の額と、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」のいずれか高い方の額
になります。

○付加価値割の仕組み

付加価値額 収益配分額
報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料 単年度損損益

＜外形標準課税について＞

（２）電気供給業（（３）に記載の事業を除く）、ガス供給業のうち一般ガス
導管事業及び特定ガス導管事業、保険業、貿易保険業

（３）電気供給業のうち小売電気事業、発電事業、特定卸供給業

（４）ガス供給業のうち特定ガス供給業

1.85％

0.7％ 0.9％ 1.0％ 0.75％

0.37％

0.15％

0.7％ 0.9％ 1.0％ 0.75％

0.32％

0.48％

0.77％

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限

１．中間申告
法人税の中間申告義
務のある普通法人
（医療法人を除く）
及び自主決定法人

（１）予定申告 前事業年度の税額
６

前事業年度の月数 事業年度開始の日
以後6月経過した日
から2月以内

（２）仮決算に基
づく中間申告 ・所得割、付加価値割、資本割、収入割の額

２．確定申告 ・所得割、付加価値割、資本割、収入割の額
－中間納付額

原則、事業年度終了の
日から2月以内

３．修正申告 申告した税額に不
足額があったとき

・所得割、付加価値割、資本割、収入割の額
－既納付額 すみやかに

※申告や納税などは、特別法人事業税又は地方法人特別税（国税）と併せて行います。

※令和４年４月１日以降開始事業年度より、連結納税制度を見直しグループ通算制度が適用され
ます。申告には個別の規定が適用されます。

※２以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、以下に記載する分割基準により関係都道府
県ごとにあん分計算した税額を申告し、納めることになっています。

事業種別 平成17年４月１日以後に開始する事業年度 平成29年３月31日以後に終了する事業年度

非製造業 課税標準の１／２：事業所等の数
課税標準の１／２：従業者の数

製造業 従業者数
（資本金の額又は出資金の額が１億円以上の法人：工場の従業者数を1.5倍）

鉄道業
軌道事業 軌道延長キロメートル数

業
給
供
気
電

発電事業
特定卸供給業

課税標準の３／４：事業所等の固定資産で発電
所の用に供するものの価額
課税標準の１／４：事業所等の固定資産の価額

課税標準の３／４：事業所等の固定資産で発電
所の用に供するものの価額
課税標準の１／４：事業所等の固定資産の価額

送配電事業
課税標準の３／４：事業所等の所在する都道府
県において発電所に接続する電線路（一定の要
件を満たすものに限る）の送電容量
課税標準の１／４：事業所等の固定資産の価額

小売電気事業 課税標準の１／２：事業所等の数
課税標準の１／２：従業者の数

ガス供給業
倉庫業 事業所等の固定資産の価額

◎ 分割基準

定められた期日までに、申告書を提出、あわせてその税額を納付することになって
います。申告の種類により、納める税額や申告の期限は次のように分類されます。
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資本金等の額 原則として、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額

○資本割の仕組み

※無償増資、無償減資等を行い地方税法第72条の21の規定に該当する場合は無償増減資等の額
を加減算します。

※平成27年４月１日以後に開始する事業年度については、上記の法人税法に規定する資本金等
の額と、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」のいずれか高い方の額
になります。

○付加価値割の仕組み

付加価値額 収益配分額
報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料 単年度損損益

＜外形標準課税について＞

（２）電気供給業（（３）に記載の事業を除く）、ガス供給業のうち一般ガス
導管事業及び特定ガス導管事業、保険業、貿易保険業

（３）電気供給業のうち小売電気事業、発電事業、特定卸供給業

（４）ガス供給業のうち特定ガス供給業

1.85％

0.7％ 0.9％ 1.0％ 0.75％

0.37％

0.15％

0.7％ 0.9％ 1.0％ 0.75％

0.32％

0.48％

0.77％

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限

１．中間申告
法人税の中間申告義
務のある普通法人
（医療法人を除く）
及び自主決定法人

（１）予定申告 前事業年度の税額
６

前事業年度の月数 事業年度開始の日
以後6月経過した日
から2月以内

（２）仮決算に基
づく中間申告 ・所得割、付加価値割、資本割、収入割の額

２．確定申告 ・所得割、付加価値割、資本割、収入割の額
－中間納付額

原則、事業年度終了の
日から2月以内

３．修正申告 申告した税額に不
足額があったとき

・所得割、付加価値割、資本割、収入割の額
－既納付額 すみやかに

※申告や納税などは、特別法人事業税又は地方法人特別税（国税）と併せて行います。

※令和４年４月１日以降開始事業年度より、連結納税制度を見直しグループ通算制度が適用され
ます。申告には個別の規定が適用されます。

※２以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、以下に記載する分割基準により関係都道府
県ごとにあん分計算した税額を申告し、納めることになっています。

事業種別 平成17年４月１日以後に開始する事業年度 平成29年３月31日以後に終了する事業年度

非製造業 課税標準の１／２：事業所等の数
課税標準の１／２：従業者の数

製造業 従業者数
（資本金の額又は出資金の額が１億円以上の法人：工場の従業者数を1.5倍）

鉄道業
軌道事業 軌道延長キロメートル数

業
給
供
気
電

発電事業
特定卸供給業

課税標準の３／４：事業所等の固定資産で発電
所の用に供するものの価額
課税標準の１／４：事業所等の固定資産の価額

課税標準の３／４：事業所等の固定資産で発電
所の用に供するものの価額
課税標準の１／４：事業所等の固定資産の価額

送配電事業
課税標準の３／４：事業所等の所在する都道府
県において発電所に接続する電線路（一定の要
件を満たすものに限る）の送電容量
課税標準の１／４：事業所等の固定資産の価額

小売電気事業 課税標準の１／２：事業所等の数
課税標準の１／２：従業者の数

ガス供給業
倉庫業 事業所等の固定資産の価額

◎ 分割基準

定められた期日までに、申告書を提出、あわせてその税額を納付することになって
います。申告の種類により、納める税額や申告の期限は次のように分類されます。
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◎特別法人事業税・ 地方法人特別税（国税）

法人事業税のうち所得割又は収入割を納める法人。

（１）特別法人事業税 （R1.10.1以後に開始する事業年度)

■事業所税（市町村税）
仕事と税金

この税は、人口・企業が集中する指定都市等において、都市環境の整
備・改善のための事業に充てる目的税です。奈良県内では奈良市が課税
団体になります。

15

区分 税率 免税点
資産割 事業所用家屋の床面積１㎡につき600円 事業所用家屋の床面積の合計が1,000㎡以下
従業員割 従業者への支払給与総額の0.25％ 従業者の総数が100人以下

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、地方法人特別税が廃止され、特別法人事業税が課税されることになりました。

区分
税率

H20.10.1～H26.9.30
に開始する事業年度

H26.10.1～H27.3.31
に開始する事業年度

H27.4.1～H28.3.31
に開始する事業年度

H28.4.1～R1.9.30
に開始する事業年度

外形標準課税対象法人の基準法人所得割額 148.0% 67.4% 93.5% 414.2%

外形標準課税対象外で普通法人の基準法人所得割額
81.0% 43.2%

外形標準課税対象外で特別法人の基準法人所得割額

収入金課税法人の基準法人収入割額 81.0% 43.2%

（２）地方法人特別税 （R1.9.30までに開始する事業年度）

区分
税率

R1.10.1～R2.3.31に開始する
事業年度

R2.4.1以後に開始する
事業年度

R4.4.1以後に開始する
事業年度

外形標準課税対象法人の基準法人所得割額 260.0%

外形標準課税対象外で普通法人の基準法人所得割額 37.0%

外形標準課税対象外で特別法人の基準法人所得割額 34.5%

下記の法人以外の収入金課税法人の基準法人収入割額 30.0%

電気供給業のうち、発電・小売電気事業を営む法人の基準法人収入割額 30.0% 40.0%

ガス供給業のうち、特定ガス供給業を営む法人の基準法人収入割額 62.5%

県内で工場や商店などを経営している会社や個人で、その事業のために用いることがで
きる機械・器具・備品等を所有している方

ただし、
 ①耐用年数１年未満の資産
 ②取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
 （いわゆる少額償却資産）
 ③取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により３年間で一括して均等償却

 するもの（いわゆる一括償却資産）
 ④自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。（②③の場

 合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは
 課税の対象となります。）

 ※事務所等を借りている方（テナント等）の場合、テナント等が取り付けた内装、建築
 設備等については、償却資産として固定資産税の課税対象になります。

固定資産の価格（課税標準額）×1.4％（標準税率）
なお、同一市町村内で同一人が所有する固定資産の価格の合計額が150万円（免税点）

未満の場合には、課税されません。
※税率については、具体的には各市町村の条例で定められています。

１月１日現在の固定資産（償却資産）所有者

毎年１月１日現在償却資産を所有している方は、
その年の１月31日までに、資産が所在する市町
村に償却資産の申告をする必要があります。

償却資産の価格等は、申告及び調査にもとづいて決
定され、償却資産課税台帳に登録されます。

算出した税額について、納税通知書が交付されます。

納税通知書に記載された納期限までに納めます。

①申告書提出

②価格等の決定及び課税台帳への登録

③納税通知書交付

④納期限

※価格とは、償却資産課税台帳に登録されている価格です。

 

■固定資産税［償却資産］（市町村税）
仕事と税金

この税は、固定資産（償却資産）を所有している方に対して課税され
るものです。

市 町 村

価格等の決定
及び

課税台帳への
登録

（３月31日まで）②

課税台帳に登録した
旨の公示

申告書提出
（１月31日まで）①

納税通知書
交付③

納 期 限
（年４回）④
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